
介護支援専門員証更新対象者のための手続きフローチャート

「介護支援専門員証」の

有効期間の更新を希望する

＊介護支援専門員、認定調査員、指定居宅介護

支援事業所管理者として従事する予定がある

（又は従事している）場合は『はい』を、従事

する予定がない場合は『いいえ』を選択して

ください。

いいえ

有効期間満了後、

介護支援専門員証の返納

＊有効期間満了後は、介護支援専門員業務に従事すること

ができなくなりますが、資格者名簿への登録は残ります。

＊再研修を修了後、交付申請により介護支援専門員証を取

得すれば、介護支援専門員業務に従事できます。

Ｄ
ここから

スタート

はい

主任介護支援専門員資格を持っている

＊主任介護支援専門員研修を修了後、一度介護

支援専門員証が失効した場合は、主任介護支

援専門員の資格も失われます。

はい
前回の介護支援専門員証の更新後、

主任介護支援専門員更新研修を修了した

（主任資格を取得する際の研修ではなく、

資格更新の研修です）

いいえ

R7年度の主任介護支援専門員

更新研修を受講予定である

＊主任介護支援専門員更新研修の受講には要件

があります。要件を満たさない場合は受講で

きません。

＊主任介護支援専門員更新研修を受講できるの

は、主任介護支援専門員の有効期限の２年前

の年度からです。
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主任介護支援専門員更新研修の受講

＊R7年度 主任介護支援専門員更新研修 の受講

対象の方にも申込方法をご案内する予定です。

＊主任介護支援専門員更新研修をもって、更新

研修Ａ（専門研修課程Ⅱ）に代えることがで

きます。そのため、両方の研修に申込みされ

た場合は、ご連絡の上、更新研修Ａの申込み

を取消しさせていただきます。

注意：主任更新で証の更新を考えている方は、

専門課程Ⅱの受講申込は不要です。

介護支援専門員としてケアプラン作成業務

に従事している（または、現在お持ちの介

護支援専門員証の有効期間内に従事したこ

とがある）

＊従事した期間の長短は問いません。

＊認定調査業務は実務経験として認められません。

＊連絡調整を補助的に行う等、直接ケアプラン作

成を行っていない場合は、実務経験として認め

られません。

＊指定居宅介護支援事業所の管理者業務は実務経

験として認められます。

はい

初めての更新の方はR2～R6年度に、２回目

以降の更新の方は今までの更新時に、専門

研修課程Ⅰを修了している

更新研修Ｂ

の受講

いいえ

修了後
Ｂ

はい

初めての更新の方でR2～R6年度に・２回目

以降の更新の方で前回の更新日以降に

専門研修課程Ⅱを修了している

＊更新の都度、研修受講が必要です。

特に２回目以降の更新の方は、前回の更新日

以降に専門研修課程Ⅱを受けているかを必ず

ご確認ください。

更新研修Ａ

（専門研修課程

ⅠとⅡの両方）の受講
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修了後

いいえ

はい

いいえ

更新研修Ａ

（専門研修課程Ⅱのみ）の受講

修了後

A-1からDの手続きについては、裏面の説明をご覧ください。

Ｃ
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更新研修Ａ（専門研修課程Ⅰ・Ⅱ）の受講及び更新手続きが必要

・申込期限 ： 令和７年４月１８日（金）まで

※「介護支援専門員実務経験にかかる証明書」の提出が必要です。

※研修費用の支払方法は、受講決定通知でご案内します。

※更新手続きに必要な書類などは、研修修了時にご案内します。

更新研修Ａ（専門研修課程Ⅱ）の受講及び更新手続きが必要

・申込期限 ： 令和７年４月１８日（金）まで

※「介護支援専門員実務経験にかかる証明書」の提出が必要です。

※研修費用の支払方法は、受講決定通知でご案内します。

※更新手続きに必要な書類などは、研修修了時にご案内します。

更新研修Ｂの受講及び更新手続きが必要

申込みについては、適宜、石川県長寿社会課HP.上にてご案内します。

（※１１月下旬以降の研修になりますので、今夏以降に詳細・内容等をご確認ください。）

別紙「介護支援専門員証更新の手続きについて」 ・提出書類 : 介護支援専門員証

をご覧ください。 返納後については、別紙「介護支援専門員再研修

について」をご覧ください。

介護支援専門員証の
更新手続きが必要

有効期間満了後、介護支援
専門員証の返納が必要

更新研修Ａを受講する方は、研修受講前に事例の提出が必要です。
＊別紙「事例の提出について」をご参照ください

具体的な手続きについて

受講決定通知は

４月末頃に送付予定です

受講決定通知は

４月末頃に送付予定です
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研修内容

時間数 課程Ⅰ（５６時間以上）

実施時期 令和７年６月～７月

実施方法

費用
研修受講手数料２３，０００円

＋　テキスト代実費相当

対象者

研修内容

時間数

実施時期

実施方法

費用

　・ 時間数・実施時期については、令和７年４月現在のものであり、今後変更となる場合があります。

研修手数料２８，０００円＋テキスト代実費相当

令和７年１２月～令和８年３月（予定）

６７時間（＋ケアプラン作成実習）

講義・演習

　介護支援専門員証の有効期間
　満了日が令和８年１月～１２月で、
　介護支援専門員の実務経験がない方

オンライン形式（Zoom）

更新研修 Ａ

対象者

更新研修 Ｂ

専門研修課程Ⅰ・Ⅱと同様

課程Ⅱ（３２時間以上）

令和７年７月～９月

研修受講手数料１２，０００円
＋　テキスト代実費相当

　介護支援専門員証の有効期間
　満了日が令和７年９月～令和８年１２月で、
　介護支援専門員の実務経験がある方
　（※申込時点での現任・非現任は問いません）

オンライン形式（Zoom）

　・施設等において、ケアプランを作成せず認定調査業務のみを行っており、今後も調査業務を続ける
　 場合は、更新研修Ｂの受講が必要です。

研修内容：合計１３日間の講義・演
習と、研修期間内に各自で在宅の
要介護者に協力を依頼し、ケアプ
ラン作成実習を行うもの。

専門研修課程Ⅰ：９日間
対人個別援助技術、ケアマネジメントの
プロセス、保健医療福祉の基礎理解 など

専門研修課程Ⅱ ：５日間
居宅・施設介護支援の事例 など

介護支援専門員更新研修について



　・ 所定の更新研修を修了された方は、以下の①～④の書類等をそろえ、更新申請を行ってください。

　・ この手続きが完了しないと介護支援専門員証の有効期間は更新されません。

　・更新申請の受付期間は、有効期間満了日の１年前から、有効期間満了日の１ヶ月前までです。

　・必要書類の様式については、石川県ホームページからダウンロードしてください。

　　（石川県ホームページ：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ansin/keamane/index.html）

　①　介護支援専門員証交付申請書（第５号様式）
・手数料２，０００円。石川県証紙またはクレジットカード払い（電子決済）で支払い可能です。

　②　写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ）　２枚
・申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの。

　③　介護支援専門員証（原本）
・新しい介護支援専門員証の交付まで時間がかかりますので、コピーをとりお手元にお持ちください。

・紛失等により添付できない場合は、代わりに「介護支援専門員証紛失届」を添付してください。

　④　更新にかかる研修の修了証明書の写し
・更新するためには、その都度、研修の受講が必要です。

・紛失等により添付できない場合は、第５号様式の一番下の欄に○印を付けてください。

・住所又は氏名に変更があった方は「介護支援専門員登録事項変更届出書（第３号様式）」を

　添付し、住民票 （住所変更の場合）、戸籍抄本（氏名変更の場合）と併せて提出してください。

 　① 再研修（更新研修Bと同じ内容）を受講する

　　　　　  ６７時間＋ケアプラン作成実習、研修手数料２８，０００円＋テキスト代実費相当

　　　　　　　　  　

 　② 介護支援専門員証の交付申請を行う

　　　　　  手数料２，０００円

　・介護支援専門員証の有効期間が切れ失効しても、資格者名簿への登録は残りますので、

　　再度介護支援専門員実務研修受講試験を受験する必要はありません。

　・石川県での再研修は、例年１２月～３月に更新研修Ｂと合同で実施しています。

　　介護支援専門員証の交付はその修了後になるため、ご自身の就業予定時期を考慮の上、

　　受講年度を決めてください。申込みについては、石川県HP.上にて掲載します。

 　今回、介護支援専門員証を更新しなかった方が、今後介護支援専門員の業務に従事する場合は、

介護支援専門員証更新の手続きについて

【失効した介護支援専門員証の送付先】

〒９２０－８５８０

石川県金沢市鞍月１丁目１番地

石川県健康福祉部長寿社会課 地域包括ケア推進グループ

介護支援専門員再研修について


